
 

 

 
金融分野における認定個人情報保護団体についての指針 

 

 

 

第１条 目的 

この指針は、「個人情報の保護に関する法律」（平成１５年法律第５７号。以下「法」と

いう。）、「個人情報の保護に関する法律施行令」（平成１５年政令第５０７号。以下「令」

という。）及び「個人情報の保護に関する基本方針」（平成１６年４月２日閣議決定。以下

「基本方針」という。）を踏まえ、金融庁が所管する分野及び法第４９条第１項により指

定を受けた分野（以下「金融分野」という。）における認定個人情報保護団体に係る認定、

認定の取り消しその他の必要な事項を定めることにより、認定個人情報保護団体の仕組み

が十分に活用されることに資するために定めるものである。 

 

第２条 定義 

１ 「認定個人情報保護団体」とは、法第３７条に基づき、内閣総理大臣の認定を受けた法

人（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。）をいう。 

２ 「個人情報保護指針」とは、認定個人情報保護団体が法第４３条に基づき作成する指針

であり、対象事業者の個人情報の適正な取扱いの確保のために、利用目的の特定、安全管

理のための措置、本人の求めに応じる手続その他の事項に関し、法の規定の趣旨に沿った

内容を規定したものをいう。 

３ 「対象事業者に対する情報の提供に係る書類」とは、認定個人情報保護団体が、法第３

７条第１項第２号に基づいて対象事業者に対して行う情報提供の実施計画をいう。 

４ 「個人データの安全管理に係る基本方針・取扱規程等」とは、「金融分野における個人

情報保護に関するガイドラインの安全管理措置等についての実務指針」（平成１７年１月

金融庁告示第１号。以下「実務指針」という。）の「Ⅰ（１）個人データの安全管理に係

る基本方針・取扱規程等の整備」に基づき、認定個人情報保護団体が自らの個人データの

取扱いについて策定した基本方針・取扱規程等をいう。 

５ この指針において使用する用語は、上記等に特段の定めがある場合を除くほか、法にお

いて使用する用語の例による。 

 

第３条 認定個人情報保護団体の認定の申請方法 

金融分野における個人情報取扱事業者（以下、「個人情報取扱事業者」という。）の個人

情報の適正な取扱いの確保を目的として法第３７条第１項各号の掲げる業務を行おうと

する法人（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下同じ。）に

よる同条第２項の申請は、別紙様式第１号による申請書を金融庁長官に提出してしなけれ

ばならない。 

 

第４条 業務の実施の方法に関する書類 

１ 令第９条第２項第３号の「認定の申請に係る業務の実施の方法を記載した書類」は、次

に掲げるものでなければならない。 

一 法第３７条第１項第１号に規定する苦情の処理に係る規則 

二 法第３７条第１項第２号に規定する対象事業者に対する情報の提供に係る書類 

三 法第３７条第１項第３号に規定する業務についての実施の方法を記載した書類 

四 法第４３条第１項に規定する個人情報保護指針を作成している場合にあっては当該

指針、作成していない場合にあっては作成の見通しについて記載した書類 



 

五 個人データの安全管理に係る基本方針・取扱規程等の概要を記載した書類 

２ 前項第１号に定める「苦情の処理に係る規則」には、次に掲げる事項が定められていな

ければならない。 

一 苦情処理の目的 

二 苦情処理の実施体制 

三 苦情処理組織の責務 

四 苦情処理結果等の記録及び保存並びに集計結果の公表に関する事項（苦情処理結果の

記録及び集計結果の公表の様式は、別紙様式第２号に準じて作成するものでなければな

らない。） 

五 人材育成のための研修に関する事項 

六 取り扱う苦情の範囲 

七 苦情処理に関する費用分担に関する事項 

八 苦情処理の受付窓口に関する事項 

九 苦情処理に係る手続きに関する事項 

 

第５条 個人情報保護指針 

１ 前条第１項第４号に定める「個人情報保護指針」は、次に掲げる要件を全て満たさなけ

ればならない。 

一 対象事業者の個人情報の適正な取扱いの確保のために、利用目的の特定、安全管理の

ための措置、本人の求めに応じる手続その他の事項を規定し、その内容が法の規定の趣

旨に沿ったものであること。 

二 金融分野における個人情報保護に関するガイドライン（平成１６年１２月金融庁告示

第６７号。以下「ガイドライン」という。）に準拠していること。 

三 実務指針に準拠していること又は別途実務指針に準拠した指針を定めていること。 

２ 認定個人情報保護団体は、対象事業者が複数の業種において業を営み、主とする業種以

外において個人情報を取扱う場合には、当該対象事業者に対し、当該個人情報の取扱いを

行う業種における認定個人情報保護団体の指針と整合性を確保し、利用目的の特定、安全

管理のための措置、本人の求めに応じる手続その他の事務を行うよう求めることとする。 

 

第６条 業務の適正かつ確実な実施のための知識及び能力を明らかにする書類 

令第９条第２項第４号に掲げる「認定の申請に係る業務を適正かつ確実に行うに足りる

知識及び能力を有することを明らかにする書類」は、次に掲げるものでなければならない。 

一 苦情処理及び対象事業者に対する情報提供等を行うための組織が存在することを明

らかにする書類 

二 苦情処理及び対象事業者に対する情報提供等を行うために必要かつ適切な人員等を

整備していることを明らかにする書類 

三 苦情処理について公正な第三者の意見を踏まえることができる体制を整備している

ことを明らかにする書類 

 

第７条 経理的基礎を証する書類 

令第９条第２項第５号に掲げる「事業報告書、貸借対照表、収支決算書、財産目録その

他の経理的基礎を有することを明らかにする書類」は、次に掲げる事項が明らかになるも

のでなければならない。 

一 認定に係る業務を相当な期間維持することが可能な程度に経営状態が良好であるこ

と。 

二 債務超過の状態にないこと。 

 



 

第８条 重要事項の変更の届出 

１ 認定個人情報保護団体は、令第９条第１項第１号若しくは第２号に掲げる事項又は同条

第２項第２号から４号まで、第６号若しくは第８号に掲げる書類に記載した事項に変更が

あったときは、遅延なく、その旨（同項第３条に掲げる書類に記載した事項に変更があっ

たときは、その理由を含む。）を記載した別紙様式第３号による重要事項変更届出書を金

融庁長官に提出しなければならない。 

２ 前項の重要事項変更届書には、変更後の書類（令第９条第２項第２号から第４号まで、

第６号又は第８号に掲げるものに限る。）を添付しなければならない。 

 

第９条 苦情の処理 

認定個人情報保護団体は、対象事業者が複数の業種において業を営み、主とする業種以

外において苦情を受けた場合には、当該対象事業者に対し、当該苦情が発生した業におけ

る認定個人情報保護団体の苦情処理と整合性のある対応を行うよう求めることとする。 

 

第１０条 廃止の届出 

認定個人情報保護団体は、認定業務を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の

三月前までに、別紙様式第４号による業務廃止届出書を金融庁長官に提出しなければなら

ない。 

 

 

附則 

この指針は、平成１７年４月１日から施行する。 



 

（別紙様式第１号） 

 

 

○○○○年○月○日 

 

金融庁長官 ○○○○ 殿 

 

 

名 称  ○○○○ 

代表者名 ○○○○ 印 

 

 

認定個人情報保護団体に係る認定申請書 

 

 

認定個人情報保護団体に係る業務を行いたく、個人情報の保護に関する法律第３７条第

１項の規定に基づき、認定個人情報保護団体の認定の申請をいたします。 

 

 

添付書類 

１．認定を受けようとする者の概要（別紙１） 

２．定款、寄付行為その他の基本約款 

３．認定を受けようとする者が法第 38 条各号の規定に該当しないことを誓約する書面 

（別紙２） 

４．認定の申請に係る業務の実施方法を記載した書類 

５．認定の申請に係る業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力を有することを明

らかにする書類 

６．最近の事業年度における事業報告書、貸借対照表、収支決算書、財産目録書その他の

経理的基礎を有することを明らかにする書類（申請の日の属する事業年度に設立された

法人にあっては、その設立時における財産目録） 

７．役員の氏名、住所及び略歴を記載した書類 

８．対象事業者の氏名又は名称を記載した書類及び当該対象事業者が認定を受けようとす

る者の構成員であること又は認定の申請に係る業務の対象となることに同意した者であ

ることを証する書類 

９．認定の申請に係る業務以外の業務を行っている場合の、その業務の種類及び概要を記

載した書類 

１０．その他参考となる事項を記載した書類 

 

 

 

 

 



 

（別紙１） 

 

 

認定を受けようとする者の概要 

 

 

名 称 

 

 

 

住 所 
〒○○○-○○○○ 

 

 

代表者又は管理人の氏名 

 

 

認定の申請に係る業務を行 

おうとする事務所の所在地 

 

 

認定の申請に係る業務の概

要 
１．対象事業者の個人情報の取扱いに関する法律第 42 条

の規定による苦情の処理 

２．個人情報の適正な取扱いの確保に寄与する事項につい

ての対象事業者に対する情報の提供 

３．上記に掲げるもののほか、対象事業者の個人情報の適

正な取扱いの確保に関し必要な業務 

 

 

以 上 

 

 



 

（別紙２） 

 

 

○○○○年○月○日 

 

金融庁長官 ○○○○ 殿 

 

 
 

 

誓 約 書 

 

 
 

名 称  ○○○○ 

代表者名 ○○○○ 印 

 

 

 

当○○は、個人情報の保護に関する法律第 38 条各号の規定に該当しないことを誓約いた

します。 

 

 

 

 

以 上 

 

 

 

 



 

（別紙様式第２号） 
    

年度  苦情処理に関する実績報告 

    

報告年月日   ○○○○年○○月○○日   

    

１．    年度苦情処理実績 

（１） 苦情処理件数   

 本年度受付件数 件   

 うち解決件数 件   

  うち第三者機関等を用いずに解決 件   

 うち未済件数（ａ） 件   

 うち解決不能件数 件   

    

 前年度未済件数 件   

  うち本年度末未済件数（ｂ） 件   

    

 本年度末未済件数（ａ＋ｂ） 件   

    

（２） 受付ツール別件数   

 電話 件   

 来訪 件   

 郵便等 件   

 ＦＡＸ 件   

 Ｅメール等 件   

 合計 件   

    

（３） 苦情内容内訳   

 利用目的の特定（法第 15 条） 件   

 利用目的による制限（法第 16 条） 件   

 適正な取得（法第 17 条） 件   

 その他 件   

 合計 件   

    

２．上記以外（相談・問合せ等）件数 

  件   

    

（注１） 「本年度受付件数」は、「受付ツール別件数の合計」と一致する。 

（注２） 「本年度末未済件数」は、次年度の「前年度末未済件数」と一致する。 

（注３） 「苦情内容内訳」は、２つ以上の区分に該当する場合には重複して 

 記載する。   

    

 
 



 

（別紙様式第３号） 

 

 

○○○○年○月○日 

 

金融庁長官 ○○○○ 殿 

 

 

名 称  ○○○○ 

代表者名 ○○○○ 印 

 

 

重要事項変更届出書 

 

 

 個人情報の保護に関する法律第３７条第１項の規定に基づき申請した事項のうち、重要

な事項について変更したので、個人情報の保護に関する法律施行令第９条第３項に基づき、

提出致します。 

 

添付書類 

１．理由書 

２．別紙１（令第９条第１項第１号、第２号） 

３．誓約書（令第９条第２項第２号） 

４．認定の申請に係る業務の実施の方法を記載した書類（同条同項第３号） 

５．認定の申請に係る業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力を有することを

明らかにする書類（同条同項第４号） 

６．役員の氏名、住所及び略歴を記載した書類（同条同項第６号） 

７．認定業務以外の業務の種類及び概要を記載した書類（同条同項第８号） 

 

 

 

 



 

（別紙１） 

 

 

 

変更前 変更後 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 
 
 



 

（別紙様式第４号） 

 

 

○○○○年○月○日 

 

金融庁長官 ○○○○ 殿 

 

 

名 称  ○○○○ 

代表者名 ○○○○ 印 

 

 

業務廃止届出書 

 

 

 認定個人情報保護団体でありましたが、認定業務を廃止いたしますので、個人情報の保

護に関する法律第４０条に基づき、下記のとおり提出致します。 

 

記 

 

名 称  

住 所 〒○○○－○○○○ 

 

 

代表者又は管理人の氏名  

法第 42 条第 1 項の申出の

受付を終了しようとする

日 

      年  月  日（ ） 

認定業務を廃止しようと

する日 

      年  月  日（ ） 

認定業務を廃止する理由  

 

以  上 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


